
商標申請にかかる費用・内容とは？

▼ 必ず発生する費用とは？

（１）出願料（＝出願時の特許印紙代）

→ 3,400 円 +（区分数 × 8,600 円）

（２）登録料（＝登録時の特許印紙代）

→ 区分数 × 32,900 円（10 年分一括）

※（１）出願料 ＋（２）登録料

＝ 44,900 円（1区分＋10 年の場合）

＝ 86,400 円（2 区分＋10 年の場合）

↑↑ 個人で申請しても必ずかかる費用です（最低金額の目安に）

▼ 区分数とは？

◎ 商標登録したいカテゴリー（区分）の数のこと

→ 全部で 45 種類あります（第 1 類〜第 45 類）

※ 区分を間違えると商標登録の意味がなくなることも

◎「生きテク」が該当しそうな区分・申請内容（文言）

→ 第 41 類（教育・啓発）

・ 文言例：インターネットによる知識の教授 ／ セミナーの企画・運営

→ 第 45 類（相談・支援）

・ 文言例：社会的支援に関する相談 ／ 福祉に関する助言

※上記の文言は、特許庁の定型表現に翻訳した例です（弁理士さんが最終調整をおこないます）

※参考：ディープブランディングの商標状況（第 35 類・第 41 類の２区分で申請）

※参考：J-PlatPat（商標検索）

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2021-023996/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100


▼ 特許事務所・弁理士さんに依頼する意義とは？

◎ 適切な商標の選択・相談

→ 文字商標を登録？ ロゴ商標を登録？

→ 申請の通しやすさなど、相場観についても相談できる

◎ 適切な区分の選択（例：スターバックス）

→ たとえば、43 類は飲食物の提供＝イートイン ／ 35 類は飲食料品の小売り＝テイクアウトと別扱い

→ 他社に取得された場合に「イートインで名乗れない」「テイクアウトで名乗れない」といった事態も

◎ 参考にした動画

→ 弁理士法人アイリンク国際特許商標事務所

▼ 特許事務所の候補例（目安）

◎ Toreru 商標登録（オンライン）

→ 126,000 円（2 区分・ 10 年）

◎ Cotobox（オンライン）

→ 141,400 円（2 区分・ 10 年）

◎ 弁理士法人 ライトハウス国際特許事務所

→ 212,900 円（2 区分・ 10 年）

※ GVA 商標登録（自己申請・区分選びや文言に不安が残るので非推奨）

→ 93,380 円（2 区分・ 10 年）

https://www.youtube.com/watch?v=OhaFpKNHG34
https://toreru.jp/lp/trademark_2/
https://lp.cotobox.com/
https://www.lhpat-tm.com/service/price/
https://trademark.ai-con.lawyer/

